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議　会　運　営　委　員　会　記　録 

 

◇開会日時　　　令和７年９月１７日（金曜日） 

　　　　　　　　午前　１１時５０分　開会　　　午前　１１時５４分　閉会 

 

◇開催場所　　　第２委員会室 

 

◇出席委員 

 

◇欠席委員　　　なし 

 

◇出席説明員　　 

 

◇事務局職員 

 

◇本日の会議に付した案件 

　追加議案について 

 

 委 員 長 吉　田　武　司　議員 副 委 員 長 伊　藤　妙　子　議員

 委 員 菅　原　　　満　議員 委 員 鎌　田　泰　春　議員

 議 長 小　嶋　智　子　議員 副 議 長 待　鳥　美　光　議員

 市 長 柴　﨑　光　子 企 画 部 長 加　山　卓　司

 
総 務 部 長 松　戸　克　彦

企画部審議監 
兼 次 長 兼 
秘書広報課長

茂　呂　あかね

 総務部次長兼
総 務 課 長

野　中　大　介

 議会事務局長 亀　井　義　和 議 事 課 長 工　藤　　　宏

 議事課長補佐 平　川　一　朗 主　　　　任 小　林　　　厳
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午前　１１時５０分　開会 

 

○吉田武司委員長　ただいまから、議会運営委員会を開会します。 

　出席委員数が定足数に達していますので、会議は成立しています。 

　会議には、議長とオブザーバーとして副議長に出席を求めていますことを報告いたします。 

　また、委員会進行の中で、委員外議員からの発言の申出の許可は委員長に一任願います。 

　初めに、市長より挨拶を求められています。 

　柴﨑市長。 

○柴﨑市長　おはようございます。 

　本日は、会期中にもかかわらず、議会運営委員会を開催いただきまして、ありがとうござい

ます。 

　９月19日に追加提出する議案につきましては、議案第75号、児童福祉法の改正に伴う関係条

例の整理に関する条例を定めることについてです。 

　詳細につきまして、総務部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○吉田武司委員長　市長は、公務のため退席します。 

休憩します。（午前１１時５１分　休憩） 

再開します。（午前１１時５２分　休憩）　 

本日の案件は、追加議案についてです。 

資料を確認します。 

本日の資料は、お手元に配付してありますとおりです。 

令和７年９月19日付けで上程される予定の議案として、市長から議案第75号、児童福祉法の

改正に伴う関係条例の整理に関する条例を定めることについてが提出されました。 

提出議案の説明を願います。 

松戸総務部長。 

○松戸総務部長　それでは、本会議に提出する追加議案について説明いたします。 

　議案第75号、児童福祉法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を定めることについて、

説明いたします。 

　児童福祉法の改正を受けて、地域限定保育士について関連条例に位置づけるほか、虐待通告

に関する改正に伴う所要の改正を行うため、地方自治法第96条第１項第１号の規定により、こ

の案を提出するものです。 

○吉田武司委員長　以上で、提出議案の説明は終了しました。 

休憩します。（午前１１時５３分　休憩） 

再開します。（午前１１時５４分　再開） 

　議案第75号については、９月19日、金曜日、閉会日の陳情に対する討論、採決の次に議題と

し、提案説明後、委員会付託を省略し、質疑、討論については通告を取らず、採決したいと思
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いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

　では、そのように決定しました。 

　追加議案については以上です。 

その他、委員の皆様から何かございますか。 

〔「なし」という声あり〕 

　以上で本日の案件は、全て終了しました。 

本日の記録及び会議の公開資料は委員長に一任願います。 

以上で、議会運営委員会を閉会します。 

 

午前　１１時５４分　閉会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和光市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

 

　委　　員　　長　　　吉　　田　　武　　司 


